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令和８年度沖縄県監査委員事務局暫定再任用職員募集要項 

 

（令和７年12月12日代表監査委員決定） 

 

 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する状況において、能力と意欲のある高齢期の職員を

最大限活用することにより、組織としての活力の維持を図りながら、複雑高度化する行政課題に

的確に対応することを目的として、定年退職した職員等が年金支給開始年齢に達するまでの間、

沖縄県監査委員事務局暫定再任用職員として働く能力と意欲のある者を暫定再任用するものと

し、この要項に定めるところにより募集を行う。 

 

第１ 暫定再任用の発令時期及び任期 

(1)  令和８年度において新たに暫定再任用する場合の発令期日は、原則として令和８年 

４月１日とし、その任期は原則として令和８年４月１日から令和９年３月31日までと 

する。 

(2)  令和７年度において暫定再任用している職員について引き続き任期を更新する場合の 

発令期日は、令和８年４月１日とし、その任期は原則として令和９年３月31日までとす 

る。  

 

第２ 暫定再任用の対象となる者 

   暫定再任用の対象となる者は、昭和36年４月２日から昭和41年４月１日までに生まれた者

（定年年齢が63歳である職については昭和36年４月２日から昭和38年４月１日に生まれた

者）で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、原則として過去再任用又は暫定再任

用されることについて応募したが再任用又は暫定再任用されなかったものを除く。 

 (1) 令和８年３月31日に現に暫定再任用職員として勤務する職員 

 (2) 令和５年３月31日以前に定年退職した者 

 (3) 令和５年３月31日以前に勤務延長後に退職した者及び勤務延長後に令和８年３月31日に退

職する職員。 

(4) 定年退職日前に退職した者のうち次に掲げる者 

  ア 25年以上勤続して令和５年４月１日前に退職し、60歳に達している者であって、退職し

た日の翌日から起算して５年を経過するまでの間にある者 

  イ 25年以上勤続して令和５年４月１日前に退職し、60歳に達している者であって、退職し

た日の翌日から起算して５年を経過するまでの間に再任用又は暫定再任用されたことが

ある者 

  ウ 25年以上勤続して令和５年４月１日前に退職し、61歳に達している者であって、退職し

た日の翌日から起算して５年を経過するまでの間にある者 

 

第３ 暫定再任用職員の勤務形態 

   短時間勤務の職に職員を暫定再任用するものとする。 
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第４ 募集人員及び職務内容 

   募集をする人数及び従事する主な職務内容は、次表のとおりである。 

課 名 募集人員 職務内容 

監査課 1人 監査業務及びその関連業務 

※ただし、令和８年度沖縄県監査委員事務局定年前再任用短時間勤務職員募集要項及び本要項の

どちらかで１人の決定となる。（参照：第10 暫定再任用についての決定等） 

 

第５ 勤務時間及び週休日 

(1) 勤務時間は、１日７時間45分以内で週23時間15分とする。 

(2) 週休日は、日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの間に２日以内で設けるも 

のとする。 

 (3) 勤務日は、所属長がその業務に応じて定め、本人に通知するものとする。 

 

第６ 休暇制度 

(1)  年次休暇 

      任期を更新し、令和８年４月１日付けで任用される職員は実質上継続した勤務になり、更

新前の基準日（令和８年１月１日）に付与された年次休暇の日数と、その時に繰り越した年

次休暇の日数の残日数となる。 

   令和９年１月１日を基準日として付与する年次休暇は、勤務時間に比例した日数となる。

例えば、週23時間15分勤務の場合は、12日が年休として付与される。 

 (2) その他の休暇制度 

   原則として一般職員と同じ扱いとする。ただし、一般職員との勤務条件の均衡を図る必要 

がある休暇（夏季休暇等）は、勤務日数に応じた日数とする。 

 

第７ 給与 

(1) 給料月額 

暫定再任用職員の職務の級及び給料月額は、単一であり、令和７年度の例を示すと次表

のとおりである。 

職 行政職 

職務の級 ３級 

給料月額 156,000円 

  (2) 昇給制度 

   暫定再任用職員は、昇給制度の適用はない。 

  (3) 諸手当 

   暫定再任用職員に支給される手当の例は、次のとおり。 

  ア 支給する手当の例 

    通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当・勤勉手当及び単身赴

任手当。 
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また、期末手当・勤勉手当は合計で年間、給料額の2.40月分を支給する。 

令和７年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合は、次表のとおり。 

区分 年間計 ６月 12月 

期末手当 1.40月分  0.700月分  0.700月分  

勤勉手当 1.00月分  0.500月分  0.500月分  

計 2.40月分  1.20月分  1.20月分  

※令和７年10月の人事委員会勧告に基づく給与改定前の支給割合。 

  イ 支給されない手当の例 

    長期継続雇用を前提にライフステージに応じた生計費の増加等に対処する目的      

      で支給される生活関連手当や、主として人材確保を目的とする手当については暫     

      定再任用職員に支給されないことから、扶養手当及び退職手当等については、支給しな  

  い。 

  ウ 諸手当の特例 

   (ｱ) 短時間勤務職員の通勤手当 

    自動車等の交通用具を使用する場合は、１か月当たり平均の通勤所要回数        

       が、10回に満たない職員の通勤手当の月額は、月額に100分の50を乗じて得た       

       額とする。 

   (ｲ) 短時間勤務職員の時間外勤務手当 

    １日当たりの正規の勤務時間と時間外勤務時間が合計７時間45分に達するま       

       での時間外勤務手当の支給割合は、100分の100とする。 

 

第８ 医療保険等 

 (1) 医療保険、年金保険及び保健事業 

   ア 地共済組合員となり、引き続き医療保険等が適用される。 

   イ 年金は、日本年金機構の厚生年金に加入する。 

   ウ 暫定再任用期間中に年金の支給開始年齢に達した場合、年金額と給与額（給料・各種

手当、期末手当等含む。）に応じて年金の支給額が調整される。 

   エ 厚生年金に加入した期間は、日本年金機構から当該期間に係る年金が支給さ     

        れる。 

   オ 地共済が実施する保健事業の対象となり、地共済助成人間ドック（本人及び     

       被扶養配偶者）を受診できる。人間ドックを受診する場合は、沖縄県が実施する定期健 

    康診断は受診できない。 

(2)  業務上の災害 

暫定再任用職員は、地方公務員災害補償法の対象となる。 

(3)  雇用保険 

   週23時間15分勤務の短時間勤務職員は、雇用保険法被保険者となる。 

 

 



 - 4 - 

第９ 選考方法 

(1) 暫定再任用する者の選考方法は、次に掲げる事項について総合的な観点から判断する 

ものとし、その者の勤務状況及びこれまでの勤務実績等（人事評価を含む。）に基づき 

選考するとともに、必要に応じて個別に面接を行うものとする。この場合における勤務 

状況の報告は、監査課長から暫定再任用を希望する職員が勤務する所属の長に対し、作 

成を依頼するものとする｡ 

  ア 採用しようとする職に必要な職務遂行能力があること。 

  イ 暫定再任用職員としての任期について勤務する意欲があること。 

  ウ 暫定再任用職員としての任期において心身が健康であること。 

  エ その他暫定再任用する者の選考に当たって考慮すべき事項に関し、その要件を満たして

いること。 

(2) 退職後に一定期間を経過した者が暫定再任用を希望する場合の選考方法に係る⑴アから

エまでの事項については、当該者の退職する前の勤務状況及び勤務実績等（人事評価を含

む。）に基づくものとする。 

 

第10 暫定再任用についての決定等 

  暫定再任用職員として任用することの決定は、選考結果に基づき、沖縄県監査委員事務局再

任用職員採用選考委員会に諮って審査した上で行う。 

  再任用の決定については、令和８年度沖縄県監査委員事務局定年前再任用短時間勤務職員募

集要項及び本要項に基づき応募のあった者から１人を決定する。 

決定又は非決定の結果については、令和８年２月中旬までに本人に通知することとする。た

だし、暫定再任用職員として任用することを決定した後、非違行為があった場合は、決定を取

り消す。 

  なお、暫定再任用は選考結果に基づき、当該選考委員会において決定又は非決定を行うた

め、暫定再任用されることを希望する者全てが採用・更新されるものではないことに留意する

こと。 

 

第11 暫定再任用職員の職位 

   暫定再任用職員の職位については、行政職の「主査」とする。 

 

第12 業務内容 

  暫定再任用職員は、勤務形態にかかわらず、これまで培った知識や経験を後輩職員に伝承す

る役割を担うとともに、再任用される職名に応じた本格的業務に従事する。職責の面において

も、定年前の常勤職員と同様である。 

 

第13 暫定再任用職員の服務について 

  暫定再任用職員の分限懲戒及び服務は、一般職員と同じ扱いとする。暫定再任用職員は、職

員と同様の本格的業務に従事するものであるから、地方公務員の職務の性格に応じて設けられ

ている服務に関する規定、すなわち、服務の宣誓、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職
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務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等も一般職

員と同様に適用する。 

  また、暫定再任用職員が任期中に退職を希望する場合の取扱は、一般職員の例によるものと

する。 

 

第14 応募手続 

  (1) 応募方法 

   ア 募集期間中に暫定再任用職員として勤務している職員 

     暫定再任用を希望する者は、令和８年度暫定再任用職員選考採用申込書（別紙様式

１）を、直接監査委員事務局監査課に提出すること｡ 

イ ア以外の者 

     暫定再任用を希望する者は、令和８年度暫定再任用職員選考採用申込書（別紙様式

１）及び履歴書（別紙様式２）を、直接又は郵送で監査委員事務局監査課に提出するこ  

と｡ 

(2) 募集の期間 

   募集の期間は、令和７年12月12日（金曜日）から令和７年12月25日（木曜日)までとす

る。 

 

第15 留意事項 

  暫定再任用を希望する場合は、業務の内容や職責等を十分理解するとともに自身の年金額や

年金支給開始時期、任用後の給与について十分に把握した上で応募すること。 

 

第16 募集に関する問合せ先 

  沖縄県監査委員事務局監査課 暫定再任用職員採用担当（喜屋武） 

  〒900-8570 住所 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

  電話番号 098-866-2530（IP電話番号：3866） 

  メールアドレス aa130001@pref.okinawa.lg.jp 

 

  附則 

 この要項は、令和７年12月12日から施行する。 


